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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 平成31年１月29日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当2,018,400株の

募集の条件、その他この自己株式の処分に関し必要な事項を平成31年２月13日に決定したため、これらに関連する事

項を訂正するため、また、「第二部　企業情報　第６　提出会社の株式事務の概要」に追加記載するため、有価証券

届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

第１　募集要項

１　新規発行株式

２　株式募集の方法及び条件

(1) 募集の方法

４　新規発行による手取金の使途

(1) 新規発行による手取金の額

第二部　企業情報

第６　提出会社の株式事務の概要

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】

(訂正前)

種類 発行数 内容

普通株式 2,018,400株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。

 

(注) １．平成31年１月29日開催の取締役会決議によっております。

２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３．上記発行数は、平成31年１月29日開催の取締役会において決議された第三者割当による自己株式の処分に係

る募集株式数であります。本募集は、金融商品取引法第２条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号

に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。

４. 本募集とは別に、平成31年１月29日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分(以下

「一般募集」という。)が行われる予定であります。

一般募集と同時に、当社株主である株式会社ユーシン及び増成公男が保有する当社普通株式の売出し(以下

「引受人の買取引受けによる売出し」という。)が行われる予定であります。

また、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの需要状況等を勘案し、一般募集及び引受人の買取引

受けによる売出しとは別に、2,018,400株を上限として、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が

当社株主である株式会社三菱ＵＦＪ銀行(以下、「貸株人」という。)から借入れる当社普通株式の売出し

(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が追加的に行われる場合があります。オーバーア

ロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少又は中

止される場合があります。

本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、平成31年１月29日開催の取締役会において決

議された、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする当社普通株式2,018,400株の第三

者割当による自己株式の処分(以下「本件第三者割当」という。)であります。

また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、平成31年３月５日から平成31年３月19日までの間

(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東京証券

取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け

(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式につい

ては、貸株人から借入れている株式の返還に充当し、当該株式数については、割当てに応じない予定であり

ますので、その場合には本件第三者割当における処分株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その

結果、失権により本件第三者割当における最終的な処分株式数が減少する、または自己株式の処分そのもの

が全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、三菱ＵＦＪモルガ

ン・スタンレー証券の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式

数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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(訂正後)

種類 発行数 内容

普通株式 2,018,400株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。

 

(注) １．平成31年１月29日開催の取締役会決議によっております。

２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３．上記発行数は、平成31年１月29日及び平成31年２月13日開催の取締役会において決議された第三者割当によ

る自己株式の処分に係る募集株式数であります。本募集は、金融商品取引法第２条に規定する定義に関する

内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。

４. 本募集とは別に、平成31年１月29日及び平成31年２月13日開催の取締役会において決議された公募による自

己株式の処分(以下「一般募集」という。)が行われる予定であります。

一般募集と同時に、当社株主である株式会社ユーシン及び増成公男が保有する当社普通株式の売出し(以下

「引受人の買取引受けによる売出し」という。)が行われる予定であります。

また、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの需要状況等を勘案し、一般募集及び引受人の買取引

受けによる売出しとは別に、2,018,400株を上限として、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が

当社株主である株式会社三菱ＵＦＪ銀行(以下、「貸株人」という。)から借入れる当社普通株式の売出し

(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が追加的に行われる場合があります。オーバーア

ロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少又は中

止される場合があります。

本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、平成31年１月29日及び平成31年２月13日開催

の取締役会において決議された、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする当社普通株

式2,018,400株の第三者割当による自己株式の処分(以下「本件第三者割当」という。)であります。

また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、平成31年３月５日から平成31年３月19日までの間

(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東京証券

取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け

(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式につい

ては、貸株人から借入れている株式の返還に充当し、当該株式数については、割当てに応じない予定であり

ますので、その場合には本件第三者割当における処分株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その

結果、失権により本件第三者割当における最終的な処分株式数が減少する、または自己株式の処分そのもの

が全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、三菱ＵＦＪモルガ

ン・スタンレー証券の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式

数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

(訂正前)

区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

募集株式のうち株主割当 ― ― ―

募集株式のうちその他の者に対する
割当

2,018,400 857,820,000 ―

募集株式のうち一般募集 ― ― ―

発起人の引受株式 ― ― ―

計(総発行株式) 2,018,400 857,820,000 ―
 

(注) １．「１　新規発行株式」の(注)４．に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連

して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先として行う第三者割当による自己株式の処分

であります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下のとおりであります。
 

割当予定先の氏名又は名称 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

割当株数 2,018,400株

払込金額 948,648,000円

割当予定先の
内容

所在地 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

代表者の役職氏名 取締役社長　荒木　三郎

資本の額 40,500百万円

事業の内容 金融商品取引業

大株主
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社　　　　　60％
ＭＭパートナーシップ　　　　　　　　　　　　　　40％

当社との関係

出資関係

当社が保有している割
当予定先の株式の数

―

割当予定先が保有して
いる当社の株式の数

―

取引関係
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにおける主幹事
会社

人的関係 ―

当該株券の保有に関する事項 ―
 

２．「１　新規発行株式」の(注)４．に記載のとおり、本件第三者割当における処分株式数の全部又は一部につ

き申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当における最終的な処分株式数が減少する、また

は自己株式の処分そのものが全く行われない場合があります。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。

４．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。

５．払込金額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、一般募集における引受価額と同一の価格の総額であ

り、有価証券届出書提出時における想定発行価格(500円)を基礎として算出した見込額であります。
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(訂正後)

区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

募集株式のうち株主割当 ― ― ―

募集株式のうちその他の者に対する
割当

2,018,400 840,663,600 ―

募集株式のうち一般募集 ― ― ―

発起人の引受株式 ― ― ―

計(総発行株式) 2,018,400 840,663,600 ―
 

(注) １．「１　新規発行株式」の(注)４．に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連

して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先として行う第三者割当による自己株式の処分

であります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下のとおりであります。
 

割当予定先の氏名又は名称 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

割当株数 2,018,400株

払込金額 948,648,000円

割当予定先の
内容

所在地 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

代表者の役職氏名 取締役社長　荒木　三郎

資本の額 40,500百万円

事業の内容 金融商品取引業

大株主
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社　　　　　60％
ＭＭパートナーシップ　　　　　　　　　　　　　　40％

当社との関係

出資関係

当社が保有している割
当予定先の株式の数

―

割当予定先が保有して
いる当社の株式の数

―

取引関係
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにおける主幹事
会社

人的関係 ―

当該株券の保有に関する事項 ―
 

２．「１　新規発行株式」の(注)４．に記載のとおり、本件第三者割当における処分株式数の全部又は一部につ

き申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当における最終的な処分株式数が減少する、また

は自己株式の処分そのものが全く行われない場合があります。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

４．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。

５．払込金額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、一般募集における引受価額と同一の価格の総額であ

り、一般募集における仮条件(490円～510円)の平均価格(500円)で算出した見込額であります。
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４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

948,648,000 0 948,648,000
 

(注)　払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、一般募集における引受価額と同一の価格の総額で

あり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(500円)を基礎として算出した見込額であります。なお、前

記「１　新規発行株式」の(注)４．に記載のとおり、本件第三者割当における処分株式数の全部又は一部につ

き申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当における最終的な処分株式数が減少する、又は自

己株式の処分そのものが全く行われない場合、上記金額は、変更されることとなります。

 
(訂正後)

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

948,648,000 0 948,648,000
 

(注)　払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、一般募集における引受価額と同一の価格の総額で

あり、一般募集における仮条件(490円～510円)の平均価格(500円)で算出した見込額であります。なお、前記

「１　新規発行株式」の(注)４．に記載のとおり、本件第三者割当における処分株式数の全部又は一部につき

申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当における最終的な処分株式数が減少する、又は自己

株式の処分そのものが全く行われない場合、上記金額は、変更されることとなります。
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第二部 【企業情報】

 

第６ 【提出会社の株式事務の概要】

(訂正前)

事業年度 ６月１日から５月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内

基準日 ５月31日

株券の種類   ―

剰余金の配当の基準日 ５月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え  

   取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

   株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

    取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店 (注)２

    名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料   ―

単元未満株式の買取り  

    取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

   株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

    取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店 (注)２

    買取手数料  ― (注)３

公告掲載方法
電子公告にて行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公
告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。
公告掲載URL https://www.n-kokudo.co.jp/

株主に対する特典 なし
 

(注) １．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

２．当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第１項に

規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。

３．単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手

数料相当額として別途定める金額」に変更されます。
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(訂正後)

事業年度 毎年６月１日から翌年５月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内

基準日 毎年５月31日

株券の種類   ―

剰余金の配当の基準日 毎年５月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え  

   取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

   株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

    取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店 (注)２

    名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料   ―

単元未満株式の買取り  

    取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

   株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

    取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店 (注)２

    買取手数料  ― (注)３

公告掲載方法
電子公告にて行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公
告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。
公告掲載URL https://www.n-kokudo.co.jp/

株主に対する特典 なし
 

(注) １．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

２．当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第１項に

規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。

３．単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手

数料相当額として別途定める金額」に変更されます。
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